
協力会社 各位

① ② ③
要請 要請 要請

現場 → 一次 → 二次 → 三次

元請事業者 ← 下請事業者 ← 下請事業者 ← 下請事業者
承認 承認 承認
＆ ＆ ＆

技能者登録 技能者登録 技能者登録

【CCUSホームページ】
リンク先 https://www.ccus.jp/p/site_manual
第5章 元請事業者と下請事業者の施工体制の登録
１．施工体制登録の作り方（要請編）⇒ 上位事業者から下位事業者を要請する方法
２．施工体制登録の作り方（承認編）⇒ 下位事業者が承認する方法
３．現場作業員一覧の作り方    ⇒ 現場に従事する技能者を登録する方法

【お問合せ先】
岩田地崎建設株式会社 業務部 菅原・谷口
電話011-221-2223  mail : kaoru-sugawara@iwatachizaki.jp

【重要】建設キャリアアップシステム（CCUS）
施工体制登録及び技能者登録のお願い

岩田地崎建設株式会社

 日頃より、当社が積極的に推進する国土交通省、振興基金、関係団体により運営されるCCUSの普
及・促進に向けた取組みに注力していただき、厚く御礼を申し上げます。
 先般、「施工体制登録の未要請・未承認」及び「技能者の未登録」により、当社の現場に入場する技
能者（カード保持者）が、カードリーダーにタッチしても就業履歴が蓄積されないケースが、多数散見
されております。
 つきましては、協力会社の皆様へのお願いとして、上位事業者からの施工体制登録要請のメールが配
信された際は、速やかに承認及び下位事業者がある場合は要請を行うとともに、各下請事業者において
現場に入場する所属技能者（カード保持者）がいる場合は、技能者登録を行うようお願いします。
注）メールは、事業者責任者アドレスにCCUSより配信されます。

【登録方法のイメージ】
上位事業者が下位事業者を選択し、①〜③の順で要請と承認を繰り返して施工体制登録を行います。
※現場ごとに毎回、それぞれ要請と承認が必要になります。
※承認した下請事業者は、現場に入場する所属技能者登録（カード保持者）を行って下さい。
※上位下請事業者は、下位下請事業者に対して、要請及び承認の周知をお願いします。
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